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○伊賀市入札談合情報処理要領 

平成16年11月１日訓令第41号 

改正 

平成19年３月30日訓令第14号 

平成26年４月１日訓令第20号 

平成28年３月31日訓令第６号 

令和６年３月29日訓令第８号 

伊賀市入札談合情報処理要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、本市における工事又は製造その他の請負、物件の売買等（以下「工事請負等」

という。）の入札に係る情報で、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法

律第54号）第３条若しくは第８条第１号の規定に違反する行為又は刑法（明治40年法律第45号）

第96条の６第２項に規定する談合行為（以下「談合」という。）に関する情報（以下「談合情報」

という。）の提供があった場合の対応等について定めるものとする。 

（情報内容の確認） 

第２条 談合情報を入手した職員は、次に掲げる事項について確認し、その内容を伊賀市公正入札

調査委員会（以下「委員会」という。）に通報するものとする。 

(１) 談合情報の通報者（以下「通報者」という。）の氏名、連絡先等 

(２) 談合情報の具体的内容 

２ 談合情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、談合情報報告書（様式第１号）を作成し、

速やかに委員会へ報告するものとする。 

(１) 通報者の氏名及び連絡先、対象となる工事請負等の名称並びに落札予定業者名が明らかで

あり、かつ、談合に関与した業者名、設計金額に極めて近い落札予定金額、談合が行われた日

時、場所及び方法その他の談合に関与した当事者以外には知り得ない情報が含まれている場合 

(２) 前号に掲げる場合のほか、委員会の審議を受ける必要があると認める場合 

（入札執行前における要調査情報への対応） 

第３条 入札執行前に調査を必要とする情報（以下「要調査情報」という。）として委員会に認定

された場合は、次に定めるところにより、事情聴取を行うものとする。 

(１) 総務部契約監理課の職員のうち複数の者が行うこと。 

(２) 入札に参加しようとする者全員から個別に必要事項について行うこと。 
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(３) 伊賀市入札参加資格者名簿に登載された代表者又は代表者から権限の委任を受けた者を対

象に行うこと。 

(４) 原則として入札日までに行うこと。ただし、入札日までに事情聴取を行う時間的な余裕が

ない場合は、入札日の入札開始時刻を繰り下げて、又は発注の遅れによる影響等を考慮の上入

札日を延期して行うこと。 

２ 契約監理課長は、前項の事情聴取の結果について、事情聴き取り書（様式第２号）を作成し、

委員会に報告するものとする。 

３ 市長は、委員会から伊賀市公正入札調査委員会設置要綱（平成16年伊賀市告示第95号。以下「要

綱」という。）第７条の規定による報告を受けたときは、速やかに入札を執行するか否かを決定

し、入札を執行する場合にあっては、必要に応じ入札参加者全員から誓約書（様式第３号）を提

出させる等、条件を付して行うものとする。 

（入札執行後における要調査情報への対応） 

第４条 前条第１項から第３項までの規定（同条第１項第４号の規定を除く。）は、入札執行後に

要調査情報として認定された場合について準用する。この場合において、前条第１項第２号中「入

札に参加しようとする者」とあるのは「入札参加者」と読み替えるものとする。 

２ 市長は、契約締結前において委員会から要綱第７条の規定による報告を受けたときは、入札を

無効とするか否かを決定し、必要に応じ入札参加者全員から誓約書（様式第３号）を提出させる

ものとする。 

３ 市長は、契約締結後において委員会から要綱第７条の規定による報告を受けた場合において、

談合の事実があったと認められないときは入札に参加した者全員から誓約書を提出させるものと

し、談合の事実があったと認められるときは着手された工事の進捗状況等を考慮して契約解除の

適否等を決定するものとする。 

（一般競争入札における対応） 

第５条 一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認められた者を公表しておらず、また競争

参加資格があると認められた者であっても入札するか否かは明らかでないため、入札期限までに

入札を行った者を対象として前２条の規定を準用する。 

２ 入札日以前に事情聴取等の調査を行う必要がある場合にあっては、競争参加資格があると認め

られた者が互いに知ることのないよう配慮して行うものとする。 

（公正取引委員会等への通報） 

第６条 市長は、委員会の審議の結果を受け、必要と認めるときは、様式第４号により公正取引委
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員会等へ通報するものとする。 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成16年11月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日訓令第14号） 

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年４月１日訓令第20号） 

この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日訓令第６号） 

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日訓令第８号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第３条、第４条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 

 


